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４. 廃棄物 

(1)建設発生土の状況結果 

岸壁工事及び浚渫工事に伴い床掘や浚渫を行う際は、事前に「海洋汚染防止及び海上

災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとす

る金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年総理府令第６号）等の

項目について基準値への適合状況を確認し、法律に基づく適切な措置を行っている。 

分析項目及び分析方法は、付表4-1のとおりであり、底質調査位置図及び基準値等へ

の適合状況の確認（底質調査結果）は、p.（50）以降に示すとおりである。 
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付表4-1  底質調査項目及び分析方法 

総水銀 平成24年8月 環水大水発第120725002号(底質調査方法)Ⅱ 5.14.1 mg/kg 乾泥 0.01

ポリ塩化ビフェニル（PCB) 平成24年8月 環水大水発第120725002号(底質調査方法)Ⅱ 6.4 mg/kg 乾泥 0.01

有機塩素化合物 昭和48年 環境庁告示第14号 別表1 mg/kg 4

ダイオキシン類 「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」平成21年環境省 pg-TEQ/g -

アルキル水銀化合物 昭和46年 環告第59号付表2及び昭和49年 環告第64号付表3 mg/L 0.0005

水銀又はその化合物 昭和46年 環告第59号付表１ mg/L 0.0005

カドミウム又はその化合物 JIS K 0102(2008) 55.4 mg/L 0.005

鉛又はその化合物 JIS K 0102(2008) 54.4 mg/L 0.01

有機リン化合物 昭和46年 環告第64号付表１ mg/L 0.1

六価クロム化合物 JIS K 0102(2008) 65.2.1 mg/L 0.05

ひ素又はその化合物 JIS K 0102(2008) 61.4 mg/L 0.01

シアン化合物 JIS K 0102(2008) 38.3 mg/L 0.1

ポリ塩化ビフェニル（PCB) 昭和46年 環告第59号付表3 mg/L 0.0003

銅又はその化合物 JIS K 0102(2008) 52.2 mg/L 0.05

亜鉛又はその化合物 JIS K 0102(2008) 53.1 mg/L 0.05

ふっ化物 JIS K 0102(2008) 34.1 mg/L 0.1

トリクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.01

テトラクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.01

ベリリウム又はその化合物 昭和48年 環告第13号別表7の第1 mg/L 0.2

クロム又はその化合物 JIS K 0102(2008) 65.1.2 mg/L 0.2

ニッケル又はその化合物 JIS K 0102(2008) 59.2 mg/L 0.1

バナジウム又はその化合物 JIS K 0102(2008) 70.3 mg/L 0.15

ジクロロメタン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.02

四塩化炭素 JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.002

１・2-ジクロロエタン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.004

１・1-ジクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.02

シス-1・2-ジクロロエチレン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.04

1・1・1-トリクロロエタン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.3

1・1・2-トリクロロエタン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.006

1・3-ジクロロプロペン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.002

チウラム 昭和46年 環告第59号付表４ mg/L 0.006

シマジン 昭和46年 環告第59号付表５ mg/L 0.003

チオベンカルブ 昭和46年 環告第59号付表５ mg/L 0.02

ベンゼン JIS K 0125(1995) 5.1 mg/L 0.01

セレン又はその化合物 JIS K 0102(2008) 67.2 mg/L 0.01

ダイオキシン類 JIS K 0312(2008) pg-TEQ/L -

強熱減量(熱しゃく減量) 平成24年8月 環水大水発第120725002号(底質調査方法)Ⅱ 4.2 ％ 0.1

油分 昭和51年 環告第3号 mg/L 0.1
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